
さいたま市告示第５０６号

建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５号の規定による道路を廃止したので、

さいたま市建築基準法施行細則（平成１３年規則第２１５号）第１３条第２項の規定により、次のと

おり告示する。

さいたま市長　清　水　勇　人　　

１　位置指定道路廃止の概要

⑴　道路の位置

３８９番１、３８９番２、６６６番の各一部

⑵　指定の年月日

⑶　指定の番号 第８号

⑷　廃止の年月日

⑸　廃止の番号

⑹　道路の幅員 ｍ

⑺　道路の延長 ｍ

昭和２７年７月１１日

令和８年３月２６日

２５．２０

４．００

第北廃２５－００８号

令和８年３月２６日

さいたま市北区盆栽町３８６番、３８７番１、３８８番１、３８８番２、


